
詳しくは裏面をご参照ください☞

単位：%

単位：%/年

国から信用保証料の補助が受けられます！

保証料率　年0.20%
国からの補助により…
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ぴよこ・ひばり先輩

新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業者の皆様が資金調達を行う際に、
金融機関との対話を通じて策定する経営行動計画書に基づき、金融機関が継続的な
伴走支援を行うことで、早期の経営改善を図るための保証制度です！
茨城県パワーアップ融資（県パワー４：県制度要項上の要件７号に該当）との併用も可能です。
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伴走支援型
特別保証●ご案内の

経営安定関連保証４号、5号を利用した場合

一般保証（普通保険・無担保保険）を利用した場合

本店営業部
〒310-0801 
水戸市桜川二丁目2番35号　茨城県産業会館6階
◆保証課 県央・鹿行グループ ☎029-224-7812
◆保証課 県北グループ ☎029-224-7826

土浦支店
〒300-0043
土浦市中央二丁目２番28号
◆保証課 県南グループ ☎029-826-7812
◆保証課 県西グループ ☎029-826-7826

経営支援部
〒310-0801
水戸市桜川二丁目2番35号　茨城県産業会館2階
◆経営支援課 本店担当グループ ☎029-224-7813
◆経営支援課 支店担当グループ ☎029-224-7858
◆経営支援課 経営アシストグループ ☎029-224-7852
◆創業支援課 ☎029-224-7865

ご相談・ご質問はこちらまで！！

令和5年1月発行※融資に関しましては、審査の結果ご希望に沿えない場合があります。

LINEは
こちら

ホームページは
こちら



経営安定関連保証4号 経営安定関連保証5号

制度名 伴走支援型特別保証

保証限度額 1億円

申込人
資格要件

次の（1）から（3）のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者の方

経営安定関連保証4号 経営安定関連保証5号 一般保証（普通保険・無担保保険）

（1）�経営安定関連保証 4号の認定を
受けていること

（2）�経営安定関連保証 5号の認定を
受けていること

（3）�次の①又は②ⅰからⅵのいずれかに該当すること
　　①�最近 1か月間の売上高が前年同月の売上高と

比較して5％以上減少していること
　　②ⅰ�最近 1か月間の売上高総利益率が前年同月

の売上高総利益率と比較して5%以上減少し
ていること

　　　ⅱ�最近1か月間の売上高総利益率が直近決算
の売上高総利益率と比較して5%以上減少
していること

　　　ⅲ�直近決算の売上高総利益率が直近決算前期
の売上高総利益率と比較して5%以上減少
していること

　　　ⅳ�最近1か月間の売上高営業利益率が前年同
月の売上高営業利益率と比較して5%以上
減少していること

　　　ⅴ�最近1か月間の売上高営業利益率が直近決
算の売上高営業利益率と比較して5％以上
減少していること

　　　ⅵ�直近決算の売上高営業利益率が直近決算前
期の売上高営業利益率と比較して5%以上
減少していること

対象資金 経営の安定に必要な事業資金 事業資金

保証期間 一括返済　��1年以内
分割返済　10年以内（据置期間5年以内）

保証人 必要となる場合がある。ただし、経営者保証免除対応を適用する場合、法人代表者の連帯保証人は不要。

担保 必要に応じて徴求

貸付利率 金融機関所定

信用保証料率 年0.20% 年 0.20～ 1.15%

責任共有制度 対象外 対象

添付資料

経営安定関連保証4号の認定書 経営安定関連保証5号の認定書
①売上高減少要件確認書
②ⅰ～ⅲ：売上高総利益率減少要件確認書
　ⅳ～ⅵ：売上高営業利益率減少要件確認書

・経営行動計画書（以下の内容を満たすもの又は含むもの）
��①計画を策定した日の属する事業年度から3事業年度を最短の計画期間とし、原則として同5事業年度を最長の計画期間とする
��②�申込人の経営に係る現況・課題（原則として、計画を策定した日の属する事業年度の前事業年度の財務状況の分析を含む）と課題
を克服するための取組事項及び目標設定

��③申込人が融資を受けて取組む事項に係る具体的な資金使途と資金効果
��④上記取組等を踏まえた収支計画及び返済計画
・経営者保証免除対応確認書（経営者保証免除対応を適用する場合）

取扱期間 令和3年 4月1日から令和6年 3月31日保証申込受付分まで

借　　換

・原則として、責任共有対象の既存保証を責任共有対象外の保証で借換えることはできません。
・ただし、本制度においては、例外的に以下の取扱いをすることができます。
��①�「新型コロナにかかる危機指定期間中（令和2年2月1日から令和3年12月31日）に信用保証協会が保証申込を受付し、かつ貸付
実行された経営安定関連保証5号の既存保証（責任共有対象）」について、同額以下の場合に限り、申込人資格要件⑴により責任共有
対象外で借換えることが可能です。

��②�責任共有対象外の既存保証について、同額以下の場合に限り、申込人資格要件⑵又は⑶により責任共有対象外で借換えることが可能
です。

市町村長の認定書 茨城県パワーアップ融資（県パワー4：県制
度要項上の要件7号に該当）で、茨城県
信用保証協会の保証付借入全般（県農業
ビジネス保証を除く）の借換が可能です！
茨城県パワーアップ融資の詳細については、
当協会ホームページをご確認ください。

ぴよこ ひばり先輩

＜認定要件（業歴1年1か月以上の場合）＞
※①かつ②に該当することが必要
①�指定地域において1年間以上継続して事業を
行っていること

②�原則として最近1か月間の売上高等が前年同
月比で 20％以上減少し、かつ、その後 2か月
間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で
20％以上減少することが見込まれること

＜認定要件（業歴1年1か月以上の場合）＞
※①又は②に該当することが必要
①�指定業種に属する事業を行っており、最近 3か
月間の売上高等が前年同期比で 5％以上減少
していること

②�指定業種に属する事業を行っており、製品等原
価のうち20％以上を占める原油等の仕入価格
が20％以上上昇しているにもかかわらず、製品
等価格に転嫁できていないこと


